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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　軟弱地盤に盛土して前記軟弱地盤上に盛土構造物を造設する工程と、前記軟弱地盤中に
所定の間隔をおいて設置した鉛直ドレーン材とこれに繋がる通水材を通じて、前記軟弱地
盤中に前記通水材と接続する真空ポンプからの真空圧を負荷する工程と、前記軟弱地盤に
設置した水圧測定器によって前記軟弱地盤における盛土荷重による間隙水圧の変動を測定
することにより同間隙水圧に伴う軟弱地盤の動態を把握する工程とを有し、
　前記軟弱地盤上に盛土構造物を造設する工程において、軟弱地盤中の間隙水圧に伴う軟
弱地盤の動態を把握しつつ、軟弱地盤の改良作業とその軟弱地盤上への盛土作業を交互に
連続して行うようにしたものであり、
　前記軟弱地盤中の間隙水圧が所定の数値以上となったとき、前記軟弱地盤上への盛土作
業を停止すると共に、前記軟弱地盤中に真空圧を負荷することで前記軟弱地盤中の間隙水
を排出させて前記軟弱地盤中の間隙水圧を低下させ、または前記軟弱地盤中の間隙水圧が
所定の数値以下となったとき、前記軟弱地盤中への真空圧の負荷を停止させると共に、前
記軟弱地盤上への盛土作業を開始させるようにしたことを特徴とする軟弱地盤における盛
土工法。
【請求項２】
　水圧測定器が、間隙水圧計、土壌水分計、負圧計のいずれか、またはこれらを組み合わ
せた測定器であることを特徴とする請求項１記載の軟弱地盤における盛土工法。
【請求項３】
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　真空圧の負荷に先立って前記軟弱地盤上面を合成樹脂フィルムでラミネートした気密シ
ートで覆うことを特徴とする請求項１または２記載の軟弱地盤における盛土工法。
【請求項４】
　真空圧の負荷に先立って前記軟弱地盤周辺部に止水壁を設けることを特徴とする請求項
１～３のいずれか１項に記載の軟弱地盤における盛土工法。
【請求項５】
　水圧測定器に接続した制御手段によって、前記水圧測定器によって測定された軟弱地盤
中の間隙水圧が所定の数値以上又は以下となったとき、前記軟弱地盤中へ真空圧を負荷し
、または負荷を停止させ、同時に警報を鳴らして盛土作業の停止または開始を盛土作業者
に警告するよう制御することを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載の軟弱地盤
における盛土工法。
【請求項６】
　軟弱地盤の複数箇所を盛土して前記軟弱地盤上に盛土構造物を造設する場合には、盛土
区域毎に、軟弱地盤中に所定の間隔をおいて設置した鉛直ドレーン材とこれに繋がる通水
材を通じて、前記軟弱地盤中に前記通水材と接続する真空ポンプからの真空圧を負荷する
と共に、前記軟弱地盤の所定の位置に設置した水圧測定器によって前記軟弱地盤中の間隙
水圧を測定し、前記各盛土区域の水圧測定器に接続した制御手段によって、前記盛土区域
毎に、前記水圧測定器によって測定された軟弱地盤中の間隙水圧が所定の数値以上となっ
たとき、前記軟弱地盤中に真空圧を負荷することで前記軟弱地盤中の間隙水を排出させて
前記軟弱地盤中の間隙水圧を低下させると共に、警報を鳴らして盛土作業の停止を盛土作
業者に警告し、または前記間隙水圧が所定の数値以下となったとき、前記軟弱地盤中への
真空圧の負荷を停止させると共に、警報を鳴らして盛土作業の開始を盛土作業者に警告す
るよう制御することを特徴とする請求項５記載の軟弱地盤における盛土工法。
【請求項７】
　軟弱地盤に設置した沈下計と水圧測定器とに接続した制御手段によって、前記沈下計に
よって測定された前記軟弱地盤の沈下量を考慮しつつ、前記水圧測定器によって測定され
た前記軟弱地盤中の間隙水圧が所定の数値以上であるか否かを判定し、所定の数値以上で
ある場合、前記軟弱地盤中へ真空圧を負荷すると同時に、警報を鳴らして盛土作業の停止
を盛土作業者に警告し、または前記沈下量を考慮しつつ、前記間隙水圧が所定の数値以下
であるか否かを判定し、所定の数値以下である場合、負荷を停止させ、同時に警報を鳴ら
して盛土作業の開始を盛土作業者に警告するよう制御することを特徴とする請求項１～４
のいずれか１項に記載の軟弱地盤における盛土工法。
【請求項８】
　軟弱地盤に設置した地盤変位計と水圧測定器とに接続した制御手段によって、前記地盤
変位計によって測定された前記軟弱地盤の変位量を考慮しつつ、前記水圧測定器によって
測定された前記軟弱地盤中の間隙水圧が所定の数値以上であるか否かを判定し、所定の数
値以上である場合、前記軟弱地盤中へ真空圧を負荷すると同時に、警報を鳴らして盛土作
業の停止を盛土作業者に警告し、または前記変位量を考慮しつつ、前記間隙水圧が所定の
数値以下であるか否かを判定し、所定の数値以下である場合、負荷を停止させ、同時に警
報を鳴らして盛土作業の開始を盛土作業者に警告するよう制御することを特徴とする請求
項１～４のいずれか１項に記載の軟弱地盤における盛土工法。
【請求項９】
　請求項１～８のいずれか１項に記載の軟弱地盤における盛土工法に使用する施工装置で
あって、
　軟弱地盤に盛土して前記軟弱地盤上に盛土構造物を造設する軟弱地盤における盛土工法
に使用する施工装置であって、前記軟弱地盤中に所定の間隔をおいて設置する鉛直ドレー
ン材とこれに繋がる通水材とこの通水材と接続する真空ポンプとを備え、前記鉛直ドレー
ン材とこれに繋がる通水材を通じて、前記軟弱地盤中に前記通水材と接続する真空ポンプ
からの真空圧を負荷する真空圧負荷手段と、前記軟弱地盤の所定の位置に設置して前記軟
弱地盤中の間隙水圧を測定する水圧測定器とからなることを特徴とする軟弱地盤における
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盛土工法に使用する施工装置。
【請求項１０】
　水圧測定器が、間隙水圧計、土壌水分計、負圧計のいずれか、またはこれらを組み合わ
せた測定器であることを特徴とする請求項９記載の軟弱地盤における盛土工法に使用する
施工装置。
【請求項１１】
　真空圧の負荷に先立って前記軟弱地盤上面を覆う合成樹脂フィルムでラミネートした気
密シートをさらに有することを特徴とする請求項９または１０記載の軟弱地盤における盛
土工法に使用する施工装置。
【請求項１２】
　真空圧の負荷に先立って前記軟弱地盤周辺部に設ける止水壁をさらに有することを特徴
とする請求項９～１１のいずれか１項に記載の軟弱地盤における盛土工法に使用する施工
装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、例えば湖沼周囲などの軟弱地盤上に道路などの盛土構造物を造設する軟弱地
盤における盛土工法、及びその盛土工法に使用する施工装置に関する。詳細には軟弱地盤
上に盛土して盛土構造物を造設する際に生じる軟弱地盤の変形を抑制して軟弱地盤周辺へ
の影響を少なくし、しかも効率的に軟弱地盤上に盛土構造物を造設することができる軟弱
地盤における盛土工法、及びその盛土工法に使用する施工装置に関する。
【０００２】
【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】
　従来より、軟弱地盤における盛土工法は、軟弱地盤を硬質地盤へと改良した後、改良地
盤上に盛土して道路などの盛土構造物を造設するという方法と、軟弱地盤を硬質地盤へと
改良しつつ、同時に軟弱地盤上に盛土して軟弱地盤上に道路などの盛土構造物を造設する
という方法の２つの方法が採られている。
【０００３】
　前者の方法によれば、盛土構造物を造設する軟弱地盤は、すでに１００％改良が完了し
て硬質地盤となっているため、盛土構造物の造設に際し、地盤周辺への影響はほとんど考
慮する必要はない。反面、盛土構造物の造設は、軟弱地盤の改良を待って行うため、盛土
構造物の造設には、１年～２年といった大変に長い工期を必要としていた。
【０００４】
　一方、後者の場合、軟弱地盤の改良と盛土構造物の造設を同時に行うため、前者の方法
に比べると、その施工期間は短く、より効率的な盛土構造物の造設を行うことができると
いうメリットを有している。反面、いまだ改良が完了していない軟弱地盤上に盛土を行っ
て盛土構造物の造設を行うので、軟弱地盤が変形する、すなわち未改良の軟弱地盤及びそ
の周囲は柔らかいので、同軟弱地盤が沈下するときに地盤周囲を引っ張り込むいわゆる「
引込沈下」や、未改良の柔らかな軟弱地盤に盛土荷重を負荷するので、その負荷力によっ
て軟弱地盤が側方（横方向）に変形して軟弱地盤周辺に悪影響を与えるいわゆる「押出変
形」を生じたりするという問題があった。
【０００５】
　そこで、前記「引込沈下」や「押出変形」が生じないように、盛土を少量ずつしかも間
欠的に行うという方法も採られてはいたが、盛土構造物の造設にはいまだ多くの時間を要
し、根本的な問題の解決には至っていなかった。
【０００６】
　本発明は、このような問題点に鑑みなされたものであり、軟弱地盤上に盛土して盛土構
造物を造設する際に生じる軟弱地盤の変形を抑制して軟弱地盤周辺への影響を少なくし、
しかも効率的で短期間に軟弱地盤上に盛土構造物を造設することができる軟弱地盤におけ
る盛土工法、及びその盛土工法に使用する施工装置を提供することを目的とするものであ
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る。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するため本発明は、軟弱地盤に盛土して前記軟弱地盤上に盛土構造物を
造設する工程と、前記軟弱地盤中に所定の間隔をおいて設置した鉛直ドレーン材とこれに
繋がる通水材を通じて、前記軟弱地盤中に前記通水材と接続する真空ポンプからの真空圧
を負荷する工程と、前記軟弱地盤に設置した水圧測定器によって前記軟弱地盤における盛
土荷重による間隙水圧の変動を測定することにより同間隙水圧に伴う軟弱地盤の動態を把
握する工程とを有し、
　前記軟弱地盤上に盛土構造物を造設する工程において、軟弱地盤中の間隙水圧に伴う軟
弱地盤の動態を把握しつつ、軟弱地盤の改良作業とその軟弱地盤上への盛土作業を交互に
連続して行うようにしたものであり、
　前記軟弱地盤中の間隙水圧が所定の数値以上となったとき、前記軟弱地盤上への盛土作
業を停止すると共に、前記軟弱地盤中に真空圧を負荷することで前記軟弱地盤中の間隙水
を排出させて前記軟弱地盤中の間隙水圧を低下させ、または前記軟弱地盤中の間隙水圧が
所定の数値以下となったとき、前記軟弱地盤中への真空圧の負荷を停止させると共に、前
記軟弱地盤上への盛土作業を開始させるようにしたことを特徴とする軟弱地盤における盛
土工法（以下単に盛土工という）、並びにその盛土工に使用する施工装置であって、軟弱
地盤中に所定の間隔をおいて設置する鉛直ドレーン材とこれに繋がる通水材とこの通水材
と接続する真空ポンプとを備え、前記鉛直ドレーン材とこれに繋がる通水材を通じて、前
記軟弱地盤中に前記通水材と接続する真空ポンプからの真空圧を負荷する真空圧負荷手段
と、前記軟弱地盤の所定の位置に設置して前記軟弱地盤中の間隙水圧を測定する水圧測定
器とからなることを特徴とする軟弱地盤における盛土工に使用する施工装置（以下単に施
工装置という）をその要旨としている。
【０００８】
　尚、本発明における軟弱地盤とは、硬質地盤への改良が未だ行われていない地盤、改良
は行われているが、１００％完了したものではなく、その改良過程にあるものをいう。
【０００９】
　まず、本発明の盛土工について説明する。尚、本発明の施工装置についての説明は別に
行わず、盛土工の説明の中で行う。この盛土工は、盛土構造物を造設する工程と、軟弱地
盤中に真空圧を負荷する工程と、軟弱地盤中の間隙水圧を測定する工程とを有している。
盛土構造物を造設する工程は、図１に示すように、軟弱地盤Ａ上に盛土して盛土地盤Ｂを
造成し、さらにその上に道路や堤防、橋脚、擁壁、ビルや家屋などの建造物を構築する工
程をいう。
【００１０】
　上記盛土構造物の中でも、図１に示す道路１０や堤防は線状構造物であり、その長さは
数キロメートルから数十キロメートル、時には数百キロメートルにも及ぶ大規模な構造物
となることから、この線状構造物の工事区間のうち、盛土することで「引込沈下」や「押
出変形」といった地盤変形を生じる恐れのある軟弱地盤の区域も、のべ数百メートルから
数キロメートル、時には数十キロメートルといった長大な距離に及ぶことがある。このた
め、軟弱地盤の区域における地盤変形による地盤周辺への影響を考慮しつつ、盛土工を行
わなければならない。
【００１１】
　本発明の盛土工は、上記盛土構造物の造設に際して、軟弱地盤中の間隙水圧を測定し、
得られた測定結果に基づいて、後述する軟弱地盤への真空圧の負荷または停止と、軟弱地
盤上への盛土作業の停止または続行を適宜調整して、地盤変形を抑制しつつ、軟弱地盤の
改良作業とその軟弱地盤上への盛土作業を効率的かつ確実に行おうとするものである。
【００１２】
　軟弱地盤における間隙水圧の測定は、間隙水圧計、土壌水分計、負圧計のいずれか、ま
たはこれらを組み合わせた測定器によって行う。水圧測定器１の設置場所としては、例え
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ば図１に示すように軟弱地盤の法断面方向２０．０ｍ～１００．０ｍに１カ所程度とする
のがよい。また水圧測定器１によって測定された測定結果は、軟弱地盤Ａの各水圧測定器
１の送信器（図示しない）から発信された電波を、例えば工事事務所（図示しない）に置
かれた管理装置２の受信器（図示しない）で集中的に受け取り、施工区域内の軟弱地盤Ａ
全体の間隙水圧が一カ所で把握できるようにするのが望ましい。
【００１３】
　水圧測定器１による測定値が、所定の数値（軟弱地盤の変形が予測される水圧）以上と
なったとき、盛土作業を停止し、軟弱地盤Ａへ真空圧を負荷する。また水圧測定器１によ
る測定値が、所定の数値（軟弱地盤の変形の恐れがない水圧）以下となったとき、軟弱地
盤Ａへの真空圧の負荷を停止し、盛土作業を開始する。盛土作業の停止または開始、真空
圧の負荷または負荷の停止の指標となる数値（軟弱地盤の変形が予測される水圧または軟
弱地盤の変形の恐れがない水圧）は、軟弱地盤の種類、すなわち地盤中に含まれる間隙水
量や地盤の土質、地盤周辺の建造物の多少により様々に相違するので、それらの条件を考
慮して適宜決定するとよい。
【００１４】
　図２中矢印に示すように、軟弱地盤Ａは過剰の間隙水を含んでおり、上面側から盛土に
よる荷重が負荷されて押圧されると、例えば風船のように側方に変形する。間隙水圧の測
定は、軟弱地盤Ａにおける盛土荷重による水圧の上昇をウォッチし、これにより同水圧に
伴う軟弱地盤Ａの動態を把握し、地盤が変形する寸前で盛土作業を停止して、それ以上に
盛土荷重が軟弱地盤Ａに負荷されないようにし、地盤周辺への影響を最小限に抑えようと
するものである。Ａへ真空圧の負荷は、軟弱地盤Ａに含まれる間隙水を排水除去すること
で、軟弱地盤Ａを硬質地盤へと改良すると同時に、軟弱地盤Ａにおける間隙水圧を低下さ
せるためのステップである。
【００１５】
　軟弱地盤Ａへ真空圧の負荷は、以下の様にして行う。まず、図１に示すように、鉛直ド
レーン材１１を軟弱地盤Ａ中に所定間隔に打設する。鉛直ドレーン材１１を打設する間隔
は、負荷された真空圧による減圧伝播の可能な範囲が望ましく、具体的には１ｍ程度であ
る。打設する鉛直ドレーン材１１としては、地盤加圧の環境でも真空圧（減圧）の伝播、
排水経路としての機能を確保でき、目詰まりせず、沈下による圧縮や減圧で潰れることが
ないものであれば、その構造、素材、大きさなどは任意である。この形態では、図１に示
す鉛直ドレーン材１１を用いた。この鉛直ドレーン材１１は、図３に示すような長手方向
に一定間隔に立てて並べた長尺な平板状の合成樹脂線材２０ａに同じく長尺な平板状の合
成樹脂線材２０ｂを直交方向に所定間隔に立てて並べて、これらの合成樹脂線材２０ａ、
２０ｂを交点で接合した合成樹脂ネット２０と、これを内包する不織布２１とからなるも
のが望ましい。この鉛直ドレーン材１１にあっては、折れたり曲がったりしても、合成樹
脂ネット２０と不織布２１とによって形成されている通水経路が確保されており、しかも
合成樹脂ネット２０全体が不織布２１で覆われていて、目詰まりを生じ難いというメリッ
トがある。
【００１６】
　この鉛直ドレーン材１１をマンドレル（図示しない）に内挿した状態で地盤Ａ中に貫入
し、鉛直ドレーン材１１を軟弱地盤Ａ内に残したままマンドレル（図示しない）を引き上
げることで打設することができる。ドレーン材１１を軟弱地盤Ａ中に所定の間隔をおいて
打設することで、軟弱地盤Ａ中には所定の間隔をおいて鉛直状の排水柱が造成されること
になり、各排水柱間の軟弱地盤Ａ中に含まれる間隙水及び空気が、鉛直ドレーン材１１を
排水経路として軟弱地盤Ａ上面へと吸い上げられるようになる。
【００１７】
　この鉛直ドレーン材１１には通水材１４が繋がれている。図１に示すように、鉛直ドレ
ーン材の上端部１１ａは軟弱地盤Ａの上面に突出している。この突出部分１１ａに通水材
１４を接触するように平行状に配置するのである。通水材１４としては、間隙水及び空気
が該通水材１４の長手方向（水平方向）へと移動できる通路としての機能を持つものなら
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ば、線状や帯状、面状のものなど何でもよいが、軟弱地盤Ａ側からの水及び空気が該通水
材１４内部へ侵入する口、例えば孔、スリットなどが、地盤中の砂や土砂などによって閉
塞してしまい、間隙水及び空気の通水材１４内部への侵入が困難となったり、同じく軟弱
地盤Ａ中の砂や土砂などによって通路が閉塞して間隙水及び空気が該通水材１４内を移動
できなかったりすることが少ない構造のものが好ましい。
【００１８】
　具体的には図１に示した鉛直ドレーン材１１と同様な構造（合成樹脂ネットとその表面
を覆う不織布とからなるもの）を持つものが好ましい例として挙げられる。この場合、水
及び空気は、合成樹脂ネットを覆う不織布側から侵入し、合成樹脂ネットと不織布との隙
間、及び不織布の構成繊維相互間を通して移動するようになる。
【００１９】
　この通水材１４の一端側には真空ポンプ１２が接続されている。図１に示した態様では
真空ポンプ１２は通水材１４の一端側に直接接続されず、排水タンク（図示しない）を介
している。つまり真空ポンプ１２からの真空圧が排水タンク（図示しない）を介して通水
材１４へと伝達されるようになっている。そしてこの作用により鉛直ドレーン材１１から
の間隙水及び空気が通水材１４へと入り込み、同通水材１４内を水平方向に移動して排水
タンク（図示しない）へと排出されるようになっているのである。
【００２０】
　次いで図１に示すように、軟弱地盤Ａ上を前記ドレーン材１１の上端部１１ａ及び通水
材１４とともに気密シート１３で覆う。気密シート１３は、厚手の合成樹脂シート単独の
ものでも良いが、図１に示す形態では、当該気密シート１３の気密性とともに破損防止、
ピンホールの発生防止という観点から、織物、不織布などの繊維基材表面に合成樹脂フィ
ルムをラミネートしたものを用いた。この気密シート１３で軟弱地盤Ａ上を覆い、この状
態で真空ポンプ１２を作動させると、真空ポンプ１２からの真空圧が、排水タンク（図示
しない）を介して通水材１４、鉛直ドレーン材１１へと伝達される過程で漏気し難く、当
該真空圧が軟弱地盤Ａ中に確実に負荷されるようになる。
【００２１】
　真空ポンプ１２からの真空圧は、鉛直ドレーン材１１内部が０．４気圧以下となるよう
に負荷するのが望ましい。
【００２２】
　上記した真空圧の負荷装置を用いて軟弱地盤に真空圧を負荷するのである。その作用は
、以下のとおりである。図１に示すように、軟弱地盤Ａ中に設置した鉛直ドレーン材１１
とこれに繋がる通水材１４を通じて真空ポンプ１２からの真空圧を、鉛直ドレーン材１１
内部が０．４気圧以下となるように負荷したとき、当該真空圧は、鉛直ドレーン材１１を
中心にしてその周囲の地盤Ａへと伝播し、鉛直ドレーン材１１を中心にその周囲の地盤Ａ
は減圧状態の領域（以下減圧領域という）となる。
【００２３】
　真空圧は、減圧領域となった鉛直ドレーン材１１周りの地盤Ａから、さらにその周囲の
地盤Ａへと伝播していく。図４に示すように、鉛直ドレーン材１１周りの地盤Ａ１が減圧
領域となったとき、その周囲の地盤Ａ２との間には、鉛直ドレーン材１１周りの地盤Ａ１
へと向かう地盤加圧（水圧、土圧）が発生する。
【００２４】
　この地盤加圧に従って、鉛直ドレーン材１１周囲の地盤Ａ２に含まれる間隙水及び空気
が鉛直ドレーン材１１に向かって吸い出され、鉛直ドレーン材１１周りの地盤Ａ１、鉛直
ドレーン材１１及び通水材１４を排水経路として排水され、これに伴って鉛直ドレーン材
１１の周囲の地盤Ａ２も減圧領域となる。
【００２５】
　こうして、図４に示すように、鉛直ドレーン材１１を中心にしてその周囲の地盤Ａ１、
Ａ２・・・Ａｎへと次第に減圧領域が広がり、やがて軟弱地盤Ａ全域が減圧領域となる。
同時に鉛直ドレーン材１１を中心にして圧密、強度増加が進行し、軟弱地盤Ａ全域の圧密
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、強度増加が行われることになる。
【００２６】
　尚、図１に示すように、真空圧の負荷に先立って前記軟弱地盤Ａ周辺部に止水壁１５を
設けることもできる。この場合、真空圧の負荷による圧密、強度増加は、軟弱地盤Ａ周辺
部側方ではなく縦方向、すなわち軟弱地盤Ａ及び軟弱地盤Ａの深部Ｄに集中的に進行する
ことになり、より効果的な地盤改良がなされるようになる。尚、止水壁１５は、軟弱地盤
Ａの周辺部よりも難透水性のものであればよく、従来より多用されている剛な鋼矢板など
の他に、水流のジェット噴射などによって造成される周辺部よりも難透水性の止水壁（例
えば軟弱地盤と同程度の柔らかな止水壁）も必要に応じて用いることができる。
【００２７】
　また図１に示す形態では、工事事務所（図示しない）に置かれた管理装置２にコンピュ
ータ３（制御手段）が接続されていて、軟弱地盤Ａの各水圧測定器１からの測定結果が電
子情報として管理装置２を介して入力されるようになっている。
【００２８】
　コンピュータ３（制御手段）は、各水圧測定器１からの電子情報（測定された間隙水圧
）に基づき、その電子情報（測定された間隙水圧）が、所定の数値（軟弱地盤の変形が予
測される水圧）以上か否か、あるいは所定の数値（軟弱地盤の変形の恐れがない水圧）以
下か否かを判定し、電子情報（測定された間隙水圧）が、所定の数値（軟弱地盤の変形が
予測される水圧）以上となったとき、警報機の電源を起動させて警報を鳴らし、盛土作業
の停止を盛土作業者に警告し、同時に真空ポンプ１２を駆動させて軟弱地盤Ａへ真空圧を
負荷するよう制御する。
【００２９】
　また各水圧測定器１からの電子情報（測定された間隙水圧）が、所定の数値（軟弱地盤
の変形の恐れがない水圧）以下となったとき、真空ポンプ１２の駆動を停止させて軟弱地
盤Ａへの真空圧の負荷を停止し、同時に警報機の電源を起動させて警報を鳴らし、盛土作
業の開始を盛土作業者に警告するよう制御するようになっている。
【００３０】
　尚、軟弱地盤の複数箇所を盛土して前記軟弱地盤上に盛土構造物を造設する場合、すな
わち同時に複数の工事区域で盛土工を施工する場合には、盛土区域毎に、前述の真空圧の
負荷装置を設置（尚、この場合、真空ポンプ１２は盛土区域毎に設けても良いが、１つの
真空ポンプ１２で複数の盛土区域に真空圧の負荷させるようにしても良い。）すると共に
、前記各盛土区域の水圧測定器からの電子情報が１つのコンピュータ（制御手段）に入力
されるようにし、１つのコンピュータ（制御手段）によって、前記盛土区域毎の軟弱地盤
中の間隙水圧に基づく真空圧の負荷または負荷の停止、盛土作業の停止または開始を盛土
作業者に警告する警報機の起動を制御するようにすることもできる。
【００３１】
　また、軟弱地盤に設置した水圧測定器は軟弱地盤の沈下によって変化するので、コンピ
ュータ（制御手段）には、軟弱地盤に設置した沈下計を接続し、水圧測定器からの間隙水
圧の電子情報に加えて、軟弱地盤に設置した沈下計からの沈下量の情報も入力されるよう
にして、電子情報（測定された間隙水圧）が、所定の数値（軟弱地盤の変形が予測される
水圧）以上か否か、あるいは所定の数値（軟弱地盤の変形の恐れがない水圧）以下か否か
の判定に際し、地盤の沈下量も考慮されるようにすることで、より高精度な判定がなされ
るようにすることもできる。
【００３２】
　また図２に示すように、軟弱地盤Ａが変形するとき、軟弱地盤Ａ表面に地盤変位計（杭
）を設置しておけば、軟弱地盤Ａの側方への移動は、杭の横方向への移動量として確認す
ることができる。このため、この地盤変位計によって得られる変位量（移動量）を前記水
圧測定器からの軟弱地盤における間隙水圧とともにウォッチしておれば、軟弱地盤Ａの動
態はより正確に把握できることになる。
【００３３】
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　そこで、例えば地盤変位計と水圧測定器をともにコンピュータ（制御手段）に接続し、
コンピュータ（制御手段）には、水圧測定器からの間隙水圧の電子情報に加えて、軟弱地
盤表面に設置した地盤変位計からの変位量の情報も入力されるようにして、電子情報（測
定された間隙水圧）が、所定の数値（軟弱地盤の変形が予測される水圧）以上か否か、あ
るいは所定の数値（軟弱地盤の変形の恐れがない水圧）以下か否かの判定に際し、地盤の
変位量も考慮されるようにすることで、より高精度な判定がなされるようにすることもで
きる。
【００３４】
　尚、上記実施の形態に示した例は、単なる説明例に過ぎず、例えば地盤中に負荷する真
空圧を、改良当初は高くし、その後は低い状態に維持したり、高い状態と低い状態とを交
互に繰り返したりするなど、特許請求の範囲の欄に記載された範囲内で自由に変更するこ
とができる。
【００３５】
【発明の効果】
　本発明の盛土工及び施工装置にあっては、軟弱地盤上に盛土構造物を造設する工程にお
いて、軟弱地盤中の間隙水圧に伴う軟弱地盤の動態を把握しつつ、軟弱地盤の改良作業と
その軟弱地盤上への盛土作業を交互に連続して行うようにしたものであり、測定された前
記軟弱地盤中の間隙水圧に従って、前記軟弱地盤上への盛土作業を停止すると共に、前記
軟弱地盤中に真空圧を負荷することで前記軟弱地盤中の間隙水を排出させて前記軟弱地盤
中の間隙水圧を低下させ、または前記軟弱地盤中への真空圧の負荷を停止させると共に、
前記軟弱地盤上への盛土作業を開始させるようにしたので、軟弱地盤上に盛土して盛土構
造物を造設する際に生じる軟弱地盤の変形を抑制して軟弱地盤周辺への影響を少なくし、
しかも効率的で短期間に軟弱地盤上に盛土構造物を造設することができる。
【００３６】
　またこの盛土工にあっては、軟弱地盤の変形を抑制しつつ、盛土と地盤改良とを行うの
で、従来の工法に較べて、工事費が大幅に安くなり、運転経費も安くなる（３０％以上）
。また、水圧測定器によって間隙水圧が常時測定されるので、リアルタイムで盛土作業者
に軟弱地盤の動態状況を知らせることが出来る。
【図面の簡単な説明】
【図１】 本発明の盛土工の一例を示した模式図。
【図２】 軟弱地盤が変形する状態を示した模式図。
【図３】 鉛直ドレーン材の一例を示した拡大斜視図。
【図４】 本発明の盛土工における真空圧の負荷工程を示した模式図。
【符号の説明】
　　１・・・水圧測定器
　　２・・・管理装置
　　３・・・コンピュータ
　１１・・・鉛直ドレーン材
　１２・・・真空ポンプ
　１３・・・気密シート
　１４・・・通水材
　１５・・・止水壁
　Ａ・・・軟弱地盤
　Ｂ・・・盛土地盤
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